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平成２７年度第２回東大和市総合教育会議会議録 

 

１．日   時 平成27年10月30日（金曜日）午後３時30分～午後４時26分 

２．場   所 東大和市役所会議棟第６・７会議室 

３．出 席 者     尾 崎 保 夫（市長） 

            鈴 木 敏 彦（委員長） 

            武 石 修一郎 

            岩 田 圭 子 

            藤 宮 志津子 

            真 如 昌 美（教育長） 

４．欠 席 委 員     な し 

５．説 明 職 員 

学校教育部長 阿 部 晴 彦  社会教育部長 小 俣   学 

学 校 教 育 部 

参 事 兼 

指 導 室 長 

岡 田 博 史  学校教育課長 岩 本 尚 史 

６．書 記 

庶 務 係 長 福 嶌 まゆ美  主 事 中 野 庸 平 
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○議事日程 

  協議・調整事項 

    東大和市教育委員会の権限に属する事務の管理執行状況の点検及び評価に

ついて 



－３－ 

午後 ３時３０分開会 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

◎開会の辞 

○尾崎市長 皆さん、こんにちは。 

  ただいまから、第２回東大和市総合教育会議を開催いたします。 

  本日の会議は、前回の会議で策定いたしました会議の運営要綱に基づきまして、

原則、公開ということになりますので、傍聴の方がおいでになりましたら、順次、

手続を進めていただきたいと思います。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

◎協議・調整事項 

○尾崎市長 それでは、まずは次第に沿いまして進めてまいりたいと思います。 

  本日は、協議事項として、第１回でもお話をさせていただきましたけれども、

事務の管理執行状況の点検及び評価ということで、進めていきたいと思います。

傍聴の方はおいでになりませんが、概要の説明をお願いいたします。 

○阿部学校教育部長 それでは、教育委員会の点検及び評価について、お手元の資

料に沿ってご説明申し上げます。 

  初めに、１の点検及び評価の目的でございますが、教育委員会は、法に基づき、

毎年、事務の管理・執行の状況について点検及び評価を行い、報告書を作成し、

議会に提出し、公表しております。 

  この趣旨は、教育委員会が事前に立てた基本方針に沿って、具体的な教育行政

が執行されているかどうかをみずからがチェックし、外部の有識者の意見を聴取

し、教育委員会のさらなる活動の充実を図ることとされております。 

  囲みの部分は、根拠となる法律の抜粋でございます。 

  次に、２の点検及び評価の内容でありますが、平成27年度に実施した際の

（１）対象は、①平成26年度の教育委員会の運営状況、②平成26年度の教育委員

会の基本方針に基づく主要施策・事務事業であります。 

  次に、（２）の方法は、①のとおり取組状況、成果、そして課題の方向性を示

し、毎年度１回実施することとしております。 

  恐れ入りますが、裏のページをご覧ください。 

  ②ですが、学識経験者の意見を聞くこととし、当市では３名の方にご意見を頂

戴しております。③報告書を市議会へ提出し、公表することとしております。 
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  次に、３の構成（内容）でございますが、参考までに掲載しております。 

  説明は以上でございます。 

○尾崎市長 ありがとうございました。 

  今回、私のほうで点検・評価ということを協議事項として取り上げましたのは、

今、事務局から説明がありましたとおり、この点検・評価、教育委員会の実施す

る事業の振り返りであること、またその事業について学識経験者である点検・評

価委員からの評価を受けておりますので、現在の進捗状況や今後の課題について、

話し合ういい題材であると考えたからです。 

  既に先ほど開催された教育委員会の定例会で、点検・評価の報告書が議決され

ております。この報告書の中で、点検・評価委員の方からいただいた意見を参考

に、関心の高い４つのテーマということで、協議事項として、小中一貫教育の取

組、いじめ・不登校対策、それから変電所を含む郷土博物館の利用、公民館の利

用です。これらについて、今日は協議を進めていければというふうに思っていま

す。 

  それでは、学校教育につきまして考えたいと思います。学習指導面では、小中

一貫教育について定着も図られてきて、期待しているということですけれども、

生活指導面では、いじめ・不登校の問題で、その防止について取組をしっかり継

続してほしいということがあります。 

  まず初めに、小中一貫教育の取組につきまして、教育委員の皆さんのご認識に

ついてどうなのか伺いたいと思います。 

  岩田委員。 

○岩田委員 小中一貫教育につきましては、大分定着が図られてきたように感じて

います。例えば、小学校の運動会を参観した際に、中学校の生徒が運営にかかわ

っている姿を目にしたり、また今週の水曜日に行われました「教育の日やまと」

の中で、小中一貫教育推進のプロジェクト委員会の部会ごとの発表を聞き、共通

した認識のもとに取組がさまざまなところで花を咲かせていると私は感じました。 

○尾崎市長 ありがとうございます。 

  ほかにどなたかございますでしょうか。 

  委員長。 

○鈴木委員長 小中一貫教育というのは、一般論ですけれども、小学校と中学校と

いうのはそれぞれ歴史が違って、文化が違っておりますので、なかなか共通に実
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践して仕事を進めるというのは難しい面が実はあるんです。その主な要因は、や

はり教員の意識に違いがあるということがあって、なかなか自主的な教員の動き

だけを待っていても取り組めないというようなところがあります。 

  東大和市の場合は、教育委員会がこれでやろうというような意思統一をして現

場に働きかけて、現場がそれにのってくれているというようなことになっていて、

これはやはり能率的に進めるためには良い方法ではなかったかと思います。特に

教師の意識を変えるということは、一緒に取り組んで、一緒に子どもの成長や変

容を見ながら、教師自身が子どもから学ぶという、そういう姿勢と継続した実践

が大事で、この東大和方式というのは、なかなかいい方法であったと今考えてお

ります。 

○尾崎市長 ありがとうございます。 

  ほかに、どなたかございますでしょうか。 

  どうぞ、藤宮委員。 

○藤宮委員 共通プログラムの中に、この東大和市の７つのルールというものがあ

りますが、これも市で徹底されているようでして、とても良いと思っています。

学校訪問にいろいろ行かせていただいて感じましたが、生活指導面でもそのルー

ルが徹底されて、以前よりも子どもたちが落ちついて生活できているように感じ

ております。しかしながら、学校外でもこのルール、例えばここに書いてありま

す午後９時以降の携帯、ゲームはしないように心がけるとか、言葉遣いなど気に

なるところはありますので、もっと家庭に情報発信して、学校と家庭、地域が取

組を強化していくことが必要だと考えております。 

○尾崎市長 ありがとうございます。 

  私のほうも、市長就任以来、挨拶ということで、職員にも徹底しているわけで

すけれども、挨拶ということを通して、いろんな方と対話していっていただける

ようになればいいなというふうには感じているわけです。やはり委員がおっしゃ

っているように、大人もその辺の取組はしっかりしていかなければいけないなと

いうふうには思っています。 

  余談になりますけれども、この間、二小の60周年で、挨拶ではないけれど、来

賓の方のご紹介があり、返事ができていなかった、あるいは私の耳に返事が聞こ

えなかった人が３人いました。小学校の４年、５年、６年生が200人近くいると

ころで、子どもには、名前を呼ばれたら返事をしようと言っているそういう現場
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で返事ができない人がいたというのは、非常に情けないと思いました。そういっ

た意味で、これから大人もしっかりと取組をしていく必要があるし、また手本を

示すことも大切であると思っています。 

  この小中一貫教育ということで、小学校、中学校が一つになって、子どもたち

の９年間の教育を考えていくということは、すばらしいことだと私も思っていま

す。学習や部活動などで、一生懸命やっている中学生の姿を小学生が見て、大き

くなったらあんな中学生になりたいというような、そんな憧れのようなものを、

小学校の子どもたちが持っていただければいいかなという思いもございます。 

  そういった意味では、今度どこかで何周年ありますよね。そのときには、来賓

の方には、名前を呼ばれたら大きな声で返事をして、立って挨拶を一言、そのよ

うなことを司会者に言ってもらわないとだめなのかなと思ったりもしていますけ

れども、これからこの小中一貫教育というのは、どんな方向に進んでいくのかと

いうふうに思っていますので、その辺のところ、教育長にお願いします。 

○真如教育長 挨拶につきましては、おっしゃるとおりだと思いますので、また学

校にも話をしながら、みんなが気持ちよい挨拶ができるようにしたいと思ってい

ます。 

  現在、５つの中学校グループで小中一貫教育を進めてくれていますが、先ほど

他の教育委員の方からのお話もありましたけれども、それぞれの学校グループご

とに特色が出てきたなと思っております。これまでは基本的に教育委員会のほう

で、先を見通した計画を示して、それに沿って取組を進めてもらったんですけれ

ども、これからは少し各中学校グループの主体性を尊重しながら、各グループご

とに、１年間、あるいは２年、３年を見た取組の計画を立てて、そしてさらに充

実をさせていくという、そういう方向で進めていきたいと思っているところであ

ります。 

  以上です。 

○尾崎市長 小中一貫教育ということで、いろいろとやっています。それぞれの学

校、今、教育長から話がありましたように、学校の特色化ということで、ささや

かな予算でありますけれども、補助金として出しました。これも３年を一つの目

安ということで、お願いしてありますので、３年たったときに、今回の振り返り

というか、そういう中で、ぜひ、もっとこういうやり方がいいのではないかとか、

やった結果として、より一層、一貫教育が充実できるような、それぞれの学校が
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特色を発揮できるような、そんな形の何かあれば、そういう形で充実をしていけ

ればというふうに思っています。そういった意味で３年たった段階で、ぜひその

辺は振り返っていただいて、より一層、充実した内容にしていただければと思い

ます。 

  それでは、テーマを変えまして、生活指導面ということで、いじめ・不登校対

策についてお話を聞かせていただきたいと思うんですけれども、いかがでしょう

か。 

  武石委員。 

○武石委員 全国的に見ましても、いじめの問題はどこにでも起こり得ますし、東

大和市内でも重大な事態が起こる可能性があると思います。日ごろから、いじめ

防止の観点で、子どもも大人も一緒になって相手の気持ちを思いやることの大切

さや、命の大切さなどを考える機会を設けることが重要であると思います。そう

いう意味では、いじめ防止のシンポジウムも、点検・評価の委員がおっしゃるよ

うに継続して取り組んでほしいと思います。さらに、来年度は小中一貫ではない

ですが、いじめ防止のためのシンポジウムに、小学生も参加できることが必要か

なと思います。 

○尾崎市長 ありがとうございます。 

  新聞報道等、いろんなところで、今いじめの問題は出ていますけれども、一部

の先生というか、担任の先生が抱えてしまってということで、そのいじめの結果、

要するに結果が出てから、あれは大変だったんだということですけれども、ただ

その結果になる前の担任の先生なりが、それを知ったときに、先生の思いという

のはどうなのかなと思ったこともあります。周りの方は、知らなかったというこ

ともあるということで、先生がお伝えしていなかったということもあるのかもし

れませんし、その時点で先生がどう解釈するかという問題があるかと思いますけ

れども、市内の様子というのはどうでしょうか。 

  岩田委員。 

○岩田委員 市内では、年に数回、アンケート調査を実施したり、スクールカウン

セラーを活用したりして、その解決を図っていると思います。いじめ防止対策の

委員会が各学校に設置されていて、日ごろから情報の共有化が図られているよう

です。 

○尾崎市長 ありがとうございます。 
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  ほかにはございますでしょうか。 

  武石委員。 

○武石委員 心配な点を挙げるとすれば、市内の学校で重大な事態が起きたときに、

その対応をどう進めるかが心配ではあります。教育委員会では、東大和市公立学

校支援ネットワーク会議が設置されていますが、対応については今後さらに検討

も必要ではないかと思います。 

○尾崎市長 ありがとうございます。 

  私も、いじめについてはしっかりと対応して、根絶していくということが一番

だと思いますけれども、一言であらわせば根絶ということになりますけれども、

重大な事態が起こってしまったときというか、その起こってしまったときでは遅

いと思っています。その対応ということで、しっかりと対策をとっておく必要が

あると思いますけれども、重大な事態が起こる前にどう対応していくかというこ

とが大切なんだと思います。前に対策がとれていなかったから、重大な結果にな

ってしまったと私自身も思っているわけですが、そういった意味では、食物アレ

ルギーということで、エピペンに関するマニュアルができていて、定期的に訓練

しているんだろうと思いますけれども、いざとなったときにはこうするんだとい

うことで、実際にそれが役に立ったという事例もあります。そういった意味では、

そのいじめということに対する小さいとか大きいにかかわらず、その最初の出だ

しというのはみんな小さいんだろうというふうに思います。そういう時点でそれ

をどう捉えるかと、それを捉えたときに情報を共有するという意味で、あれには

マニュアルが、エピペンの打ち方というか、こういうのが起きたときは、こうい

うふうにするんだって、救急車を呼んでって、マニュアルができていると思うん

ですけれども、このいじめについても、すごくたくさんありますが、何か小さい

きっかけ、こういうきっかけがあったときは、こういうふうにやろうよという一

つのマニュアルではないですけれども、最低限、基本的なこととして必要な情報

を共有するということで、小さいことも含めて、担任の先生とか生活指導、いろ

いろと学校にはあるんだと思いますが、そういうところで情報が共有できるよう

な、そういう体制というのを日ごろからしっかりとつくっておく必要があるので

はないかなというふうには私自身も思いました。ぜひ、今後の対策ということで、

必要なことを皆さん方でも対応を考えていただければなと思います。 

  藤宮委員。 
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○藤宮委員 市長のおっしゃるとおりに、根絶を目指して、防止の観点と、その対

応について、学校と連携を図って進めていきます。 

○尾崎市長 ありがとうございます。 

  ほかにご意見。 

  委員長。 

○鈴木委員長 私からですけれども、いじめというのは、これは子どもの社会の出

来事を取り上げていますけれども、実際は大人の社会の中にもあって、その社会

の投影が子どもの社会に出てきていると、そこが根底だというふうに思います。

そしていじめるほうは差別意識があって、その自分の差別意識に自分が気がつか

ないという、そういう厄介なところがあるんだと私は受けとめております。 

  さまざまな対応をすることは、これはもちろん大切でありますけれども、学校

としては同時に、今度、指導要領の改訂によって設けられている特別な教科とし

て道徳が設けられますので、この道徳の指導の充実に向けて、学校は今まで以上

に人権意識の指導をしっかりやっていかなければならないと、そのように考えて

おります。 

○尾崎市長 ありがとうございます。 

  ほかに。 

  教育長、どうぞ。 

○真如教育長 今、市長からお話がありましたし、委員長からも話がありましたが、

やっぱり先生方の研修の内容も、これから変えていく必要があるかなと思います。

実際にやってみるだとか、あるいはもう一回、マニュアル等を見直して自分の学

校に合ったものにつくりかえていくとか、そんなことをしながらより具体的に実

践に結びつく取組を進めていく、そういう経験をそれぞれでして、力を高めてい

く必要があるなと思います。 

  あわせて、忙しいんですけれども、先生方については、感性を磨く機会もなか

なか少なくなってきていますから、そういった子どもを見る目といいますか、感

性を高めながら、そして学校全体で子どもを見ていくんだと、担任レベルの仕事

ではないですよというようなことを周知徹底して、いじめの防止に努めていける

ように、また指導、助言をしていきたいと思っています。 

  以上です。 

○尾崎市長 ありがとうございました。 
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  いじめということで、今、教育長のほうから、使命的な意味合いでいろいろと

話をしていただきました。それぞれいろんな形があると思いますので、パターン

化するのは難しいかなと思いますけれども、それぞれの学校に合った形というの

もあってもいいのかなと思います。そういった意味で、これからしっかりと対応

をしていっていただきたいなと思います。 

  それでは、次に不登校についてでございますけれども、不登校、学校に行かな

い子どもということになるかなと思いますが、そういう子どもにとっての学校と

いうのは、どう見えているのかというところも、私自身は非常に気になるところ

であります。学校に行かないから不登校ということですが、学校以外の選択肢と

いうのは今の時点では余り見られないような感じもするわけですけれども、今後、

不登校についてどう考えていくかというところで、ご意見をいただきたいと思い

ます。 

  委員長。 

○鈴木委員長 不登校については、東大和市も決して少ない地域ではなかった。む

しろ多い地域であった時代があります。それで、それをなくするために、真如教

育長がかつて室長の時代に取り組んでいただいて、この不登校数の減少に随分力

を入れていただいたところなんですけれども、これは東京都からも指導や協力、

実践的な裏づけなどもいただく中で、やはり学校とともに、意図的に、計画的に、

組織的に取り組んでいかないと成果が上がらないということを、私どももそのと

きに学びました。 

  また、今、市長からもお話がありましたけれども、不登校も学力の向上と大き

な関係がある、無縁ではないと思います。本市の場合は、特別支援教育について

手厚く対応していただいて、普通学級に併置して、さまざまな障害別の教室をつ

くっていただいて、それによって不登校問題の解決に近づくことは、実績として

できているのではないかと思います。 

  それから、小学校から中学生になるときの環境の変化によって、つい子どもた

ちも萎縮してしまって、学校へ行きたくないというような子どもたちがいないわ

けではない。むしろそのときにギャップができて、不登校になってしまうような

こともあります。そういうような事柄も考えて、よく子どもたちを観察して、早

期に発見して早期に対応、個別に対応していくという、この大原則を大切にして、

これからも不登校対応をしていきたいと、このように考えております。 
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○尾崎市長 ありがとうございました。 

  ほかにございますでしょうか。 

  藤宮委員。 

○藤宮委員 委員長のおっしゃったとおり、小学校とも、中学校とも、ピーク時に

比べて随分とその数は、このグラフにあるように減ってきていると思いますが、

それでもゼロではありませんので、その対策は深く考えていかなければいけない

と思います。 

○尾崎市長 ありがとうございます。 

  ほかにございますでしょうか。 

  武石委員。 

○武石委員 東大和市では、平成27年度からスクールソーシャルワーカーが配置さ

れていますので、その活用にも期待したいと思います。 

○尾崎市長 ありがとうございます。 

  不登校の問題も、学校だけでなくて、関係機関と連携して、防止、それからあ

と不登校状態の解消、それに向けて、これから多方面から努力をしていっていた

だければと思います。 

  岩田委員。 

○岩田委員 不登校支援コーディネーターの予算もつけていただきましたので、こ

ちらも学校と連携をして活用して、１人でも多くの子どもが充実した学校生活を

送れるように努めていきたいと思います。 

○尾崎市長 ありがとうございます。 

○真如教育長 今お話あったとおりでして、うちで成果があったのは、全校一斉に

指定校にして、そしてそれぞれの学校で、それぞれの子どもたちを目の前にして

研究を進めてきたという、そういうところに成果が上がるポイントがあったんだ

ろうと思います。大変な作業ではあったんですけれども、その取組をして大幅に

減らしたということは、転校してきた先生方にとっても大変大事なことですので、

しっかりと伝えていきながら、今、減少しているところを続けていきたいなと思

っているところです。また、保護者に対する電話の仕方だとか、その言葉につい

ては、まだまだ考えるところがありますし、これからも学校が対社会に向けて、

ごく当たり前のことがきちんとできるというか、そういったところになるように、

今後ともまた気を配って指導していきたいというふうに思っているところです。 
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  以上です。 

○尾崎市長 ありがとうございます。 

  不登校ゼロを目指して、よろしくお願いしたいというふうに思います。 

  それでは、次に社会教育のほうですが、点検・評価委員からいただいた意見の

中で、共通したものが２つあります。１つは、郷土博物館の利用者が増えている

ということ、もう一つが公民館での多種多様な講座や、新たな取組により利用者

が増加しているということであります。 

  このことで、まず１つ目の郷土博物館の利用者が増えていることについて、教

育委員の皆さんの認識を伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。 

  岩田委員。 

○岩田委員 平成26年の３月にプラネタリウムをリニューアルして、メガスターⅡ

Ｂを導入しました。それで、その後、１年半ぐらいたちましたけれども、先日、

発行されました教育長日記の第91号を見て思いましたが、観覧者数がリニューア

ル前と後では21.7％増えていまして、昨年度で１万8,000人をちょっと超える人

数、それで観覧料も25.2％増えているという、数字的に見て随分大幅に伸びてい

ると感じます。この最先端の機種に更新した効果が出ているのではないかなと思

いました。特に今年の３月に投映した東日本大震災の被災者のエピソードを交え

て、当市の星空を再現した番組の「星空とともに」は、非常に内容もよくて、あ

の地震のことは決して忘れてはいけない出来事であったと改めて思いました。今

後も魅力ある内容のプラネタリウムを積極的にＰＲして、市内はもちろん近隣な

どからもたくさんの方々に見に来ていただきたいと思います。 

○尾崎市長 ありがとうございました。 

  ほかにございますでしょうか。 

  武石委員。 

○武石委員 私も、郷土博物館に行った人から聞きますと、いつも奥のほうの部屋

でおもしろい展示をやっているそうです。最近では、「吉岡堅二展－旅の記憶－

祈りのかたち」と題した企画展示をやっていました。東大和市に住んでいた吉岡

画伯が中国で描いた仏像や、法隆寺金堂の壁画の模写などが展示されているよう

です。また、年間を通して展示室の使わない期間を市報で公募して、利用したい

団体が使えることにしたことも、非常によいことだなと思っています。例えば、

江戸凧の会の展示や、植物画クラブの展示などがありましたが、それらを見に来
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た人がプラネタリウムを見て帰るという相乗効果もあったのではないかと思って

います。 

○尾崎市長 ありがとうございます。 

  ほかにございますでしょうか。 

  藤宮委員。 

○藤宮委員 私は、東大和南公園にある旧日立航空機株式会社の変電所の特別公開

の入場者と見学者が、前年度を大きく上回ったことを喜ばしく思います。これは

尾崎市長が始められましたうまかんべぇ～祭とか、多摩３市うまいものフェアに

伴う特別公開があってこそとは思いますが、市長の平和に対する思いが数字にあ

らわれたと思っております。今後も変電所を広く、１人でも多くの方に見に来て

いただいて、平和であることのありがたさを感じていただきたいと思っておりま

す。 

○尾崎市長 ありがとうございます。 

  ほかにご意見ございますでしょうか。 

  鈴木委員長。 

○鈴木委員長 社会教育については、今、委員の方々が、おっしゃいましたけれど

も、これからも、ぜひ魅力のある内容の事業を継続してやっていかなければいけ

ないと思います。 

  それで、私としては、仮称ですけれども、郷土美術園の整備にもう少し努めて

いただかなければならない時期に来ているのではないかと思います。というのは、

お話にもありましたけれども、吉岡堅二画伯というのは、日本画にとっては屈指

の日本の学者でありますし、約半世紀、本市に住居を構えていらっしゃった方で

あります。しかし、このことは戦後の混乱期もあって、市民の方々には十分には

伝えられていないと思っております。それで、こういう方が東大和市にいらっし

ゃったということは、私ども市民にとっては大変な誇りになるわけでありまして、

我がふるさとを誇れるということは、子どもの自己肯定感や自尊感情を刺激し、

同時に市民もそれぞれの誇りを持つことと思います。このことが、将来のまちづ

くりに大きく貢献すると思います。ふるさとを理解して誇れるということは、結

局、将来の東大和市の発展に大きく尽くしてくれる市民を育てることにもなりま

すし、ひいては愛国心の高揚にもなってくるんだというふうに私は捉えておりま

す。 
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  どうぞよろしくお願いします。 

○尾崎市長 ありがとうございます。 

  私としましても、郷土博物館についての思いがあります。ですから、プラネタ

リウムとか、あとは今、鈴木委員長から話がありましたように、吉岡さんのとこ

ろも、あの建物、それと作品、それから土地、これだけは何としてもしっかりと

確保しようという思いで現在まできています。この３つがきちっとそろわないと、

先行き美術園にしても、つくっていくというか、難しいのかなというふうに思っ

てございますので、これからも作品、それからあと建物、事あるごとに補修をし

ながら維持をしていこうという思いでございます。 

  そういった意味では、私も定期的にというか、あそこで公開のときがあると大

概行って、建物を含めて、後ろ側のほうも含めて、いろんなところを見て、担当

の部長のほうに、トイレに穴があいている、あれはだめだというふうなこととか、

壁が崩れているぞとか、いろいろと言って、金がないという顔をしますので、さ

さやかですけれども、予算をつけて、何とかあの建物はしっかりと保持していか

ないと、なくなってしまっては意味がないと思っていますので、美術園について

はそういう形で、吉岡画伯の功績というものをしっかりと守っていくというか、

伝えていくためにも必要なものと思ってございます。 

  それから、あとは私ども東大和市には、狭山丘陵と、それから多摩湖というこ

とがありますけれども、この歴史等も博物館の中できちっとやっていきたいなと

思っていますし、狭山丘陵そのものはしっかりと確保していくというか、守って

いく必要もあるだろうと思ってございます。そういった意味では、狭山丘陵の公

有地化というのも、力を入れてやっていかなければいけないし、またあそこの多

摩湖、それから狭山丘陵を含めた歴史、郷土の歴史等をしっかりとやっていくた

めには、やはり博物館の職員にも頑張っていただく必要があるかなと思ってござ

います。 

  それから、変電所ですね。変電所につきましても、これは平和ということで、

しっかりと守っていこうと思ってございます。特に変電所も、表側が大切な変電

所ですので、崩れてしまったら意味はないと思っています。何とか手当を考えた

いとは思っています。特に東大和市の平和都市宣言を見ますと、あの宣言は、い

ろんな市の宣言を見ますけれども、一番いいと私は思っています。やっぱり並べ

てみるとわかりますが、一番やっぱりいいですよ。間違いなく。平和憲法という
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ことと、それからもう一つは、一番大きいのは、平和を愛する人たちと手を携え

てやっていくんだよというところですね。この２つが明確に出ているところって

この近辺には他にないんですよね。日本中、調べたわけではないですけれども、

なかなかなくて、すばらしいものだなと思ってございます。そういった意味では、

あそこの変電所というのは、そのシンボルになり得るものと思ってございますの

で、これからもしっかりと変電所を守るために、やっていきたいと思ってござい

ます。社会教育のほうでは、職員が苦労するかなと思うこともありますけれども、

そういうところは教育委員の皆さん方のお力で、社会教育のほうをぜひバックア

ップしていただくというふうに、お願いしたいなと思ってございます。 

  私自身も、そういった意味では、教育、文化、そういった意味での中心となる

博物館というのは、これからもしっかりとやっていきたいなと思ってございます

し、またプラネタリウムをひっくるめて、それらのものは東大和市の観光資産、

資源になるものだと思っています。そういった意味で、これからますますいろん

なところに発信をして、東大和市、どこだって言われないような、そんなまちに

したいなと思ってございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  ちょっと話が長くなりましたけれども、ほかにご意見ありましたらお願いしま

す。 

  真如教育長。 

○真如教育長 今、職員の話が出ましたけれども、職員も一生懸命、市民の方と対

応しますし、また学校にも出かけていって、子どもたちにその専門性を生かした

指導をしてくれていますので、子どもたちとして非常にインパクトのある内容を

じかに学習することができて、有効であると思っております。東大和市の子ども

たちが、自分の住んでいるまちの様子、自然、その他もろもろを知ることによっ

て、やっぱり市民の１人として、東大和市に対する誇りを持っていただけるよう

になることは、大変すばらしいことだと思っておりますので、今後とも社会教育

とも一緒に考えながら、さらに一層、学校とも連携を深めていくと、そういう取

組を進めていきたいと思っております。 

  以上です。 

○尾崎市長 ありがとうございました。 

  今いろいろとあって、社会教育、郷土博物館ということで、東大和の文化と歴

史ということの中核になるところと考えてございます。いろいろとありますけれ
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ども、思うに、私は英語がしゃべれるようになる前に、自国の文化と歴史をしっ

かり勉強することが、まず必要だろうと思っています。英語をしゃべって外国へ

行くと、物の本だと、外国のある程度の人たちは、あなたの国の歴史あるいは住

んでいるところの文化や歴史について、結構質問をされると聞いています。そん

なときに、きちっとしゃべれる、自分の国あるいは自分の郷土、文化をしゃべれ

るというか、話ができる、そんな大人になっていただきたいなという思いもござ

います。もちろん英語がしゃべれて、なおかつそのようなことの話ができれば、

日本にとってはすばらしい人材となるかなと思ってございます。そういった意味

で、ぜひ今後も教育委員会においては、そういう人材を育成するために、ご尽力

をいただければなと思います。 

  それでは、次に公民館での多種多様な講座や、新たな取組についてでございま

す。 

  いかがでしょうか。 

  藤宮委員。 

○藤宮委員 以前から保育つき講座については、ゼロ歳児の受け入れ要望が多かっ

たということでございますが、平成26年度で初めてゼロ歳の受け入れを試行して、

３人のゼロ歳のお子さんを受け入れたとお聞きいたしました。このことは、東大

和市の子育て支援の一環としてとても大事なことですし、市長が日ごろからおっ

しゃられています「日本一子育てしやすいまちづくり」にもつながるすばらしい

取組だと思います。また、親御さまについても、親子が交流できる場の提供とな

り、保育室も有効利用されることから、市民ニーズに応える取組として評価され

ることだと思っております。ただ、ご近所のゼロ歳児をお持ちのお母さんにお聞

きしましたら、どちらのことも存じていらっしゃらなかったようですので、もっ

ともっと宣伝していただきたいと思います。 

○尾崎市長 はい、わかりました。ありがとうございます。 

  ほかにご意見は。 

  真如教育長。 

○真如教育長 公民館の取組についてはいろいろあるんですけれども、その中でも

「夏休みみんなでつくる遊空間」というのがありまして、これは10年間ずっと続

いております。私も見に行ったんですけれども、いろんな人の交流があって、そ

の中にまた東大和高校との交流も非常に盛んになってきているというところで、
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異年齢の関係が、そこでさまざま高まっているという、そういうよさも見られま

した。最近、ある方によると公民館は、高齢の方のご利用が多くて、少し活気が

ないのではないかというような話も聞こえてくることがあるのですけれども、最

近は今説明したように、高校生だとか地域の大人と子どもの交流の場だとか、さ

まざまな形で交流の場が広がってきていますので、そこのところを大事にしてい

きたいなと思っているところです。 

  以上です。 

○尾崎市長 ありがとうございます。 

  ほかにご意見ございますでしょうか。 

  岩田委員。 

○岩田委員 公民館の主催講座の実績を見ると、講座当たりの延べ参加人数が増加

していますし、一般の利用者人数も伸びているということがわかります。点検・

評価委員の皆さまも感じておられるように、各館とも各年齢層に配慮した講座を

工夫して開催していることや、地域づくりの拠点として自主グループを支援して

いることが、数字に反映されているのではないかと思います。また、公民館まつ

りの盛況ぶりからも、今後も市民の皆さまが公民館へ期待するところは大きいと

思いますので、ますます学習支援や地域力の向上に力を注いでいただきたいと思

います。また、先ほど教育長がおっしゃられたように、高齢者の方がたくさん公

民館に足を運んでいるということですが、さらに高齢の方々が生き生きと活躍で

きるような取組を考える余地がまだまだあると思いますので、今後とも検討して

いただきたいと思います。 

○尾崎市長 ありがとうございます。 

  ほかにございますでしょうか。 

  武石委員。 

○武石委員 今月からインターネットによる部屋の予約申し込みができるようにな

りました。平成26年度に、他市への視察や検討を積み重ねた結果だと思いますが、

利用者の皆さんがすぐにパソコンを操作して、円滑な手続ができるようになると

は思いませんけれども、職員の皆さまには利用者に丁寧に説明して、操作できる

ようになってもらいたいと思います。公民館としても、時代の流れに対応して、

今後もより多くの方々に利用してもらえるように、努めていただきたいと思いま

す。 
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○尾崎市長 ありがとうございます。 

  公民館の魅力ある講座ということで、先ほどいろんな、公民館で事業をやって

いますけれども、確かに若い人がということなんですけれども、高齢の方が昼間

は、昼間というか、ウイークデーというか、そういうふうなときには多いかなと

いう思いはありますけれども、ただ先ほど教育長のお話しした「夏休みみんなで

つくる遊空間」では、やはり高校生が来て、子どもたちに教えていたということ

があり、高校生と話をしてみたんですけれども、真面目そうな高校生で、プラネ

タリウムではなくて、そのときは宇宙の宇宙儀というんですかね、そういうのを

子どもと一緒につくっていました。宇宙儀だけでなくて、うちにはプラネタリウ

ムがあるから、もしよかったら、好きにやってもいいからどうですかって言って、

まあ考えてくださいよと言ったけれども、それの返事が来てないんだけれども、

ぜひそういうふうな形で、何かのきっかけで、高校生のそういうふうな子どもた

ちとも、より一層かかわっていければなと思っています。 

  それから、あとは各自主講座ということで、大分充実してきたわけであります

けれども、特に私自身は市民大学ということで、市民大学の修了式に、毎回、出

席をさせていただいて、修了証を授与させていただいているわけですけれども、

この方々が終わった後どうなのかということで、終わっただけでということでは

だめではないかなと私自身は思っています。そういう方が、さらに輪を広げてい

ただいて、市民大学を運営していただくというところまでいって、初めて市民大

学といえるかなと思ってございます。今の時点では、まだまだ公民館の職員等が

中心になってやっているというわけでございますけれども、講座等も含めて卒業

した方々が、今まで習ったこと、あるいはその後、自分たちで勉強してきたこと

を含めて、ぜひ公民館の中で結構でございますので、市民大学という、本来の市

民大学というかね、そのようなものにするためにも、そういう方々に運営をして

いっていただくことも、考えていただきたいなと思っています。あとは市民大学、

これからいろんなことを体系的に学習していくというわけでありますけれども、

産業振興課のほうでは企業の創造ということで、新たに企業関係のことで今、一

生懸命やっているわけですけれども、そういった意味ではあそこを卒業した人が

起業家、起業を、会社を起こすと、あるいはＮＰＯでも結構ですけれども、そう

いうふうなものを起こす、そのようなところまでいっていただくと、もっといい

かなと思ってございます。そういった意味では、これからいろいろな面で、もっ
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ともっと挑戦をしていっていただきたいなと思っております。今後も、さらに魅

力ある市民大学になってもらいたいと思ってございますけれども、いかがでしょ

うか。 

  鈴木委員長。 

○鈴木委員長 今、市長のお話で、市民大学修了者のこれからのことに、大変いい

お話、示唆をいただいたと思いますが、そういう方々が、ぜひ学校教育とも連携

していただいて、市の歴史等について深く学んだ方が、学校現場にも足を運んで

話をしていただけるような、そういう体制も組んでいかなければいけないなとい

うことを今、強く感じました。 

  次に、平成26年度には、中央公民館の耐震補強工事や高架水槽の交換をしてく

ださいました。各公民館は、災害時の避難場所にもなっておりますので、耐震性

の確保や水道が使用できなくなった際の貯水施設の更新対策は非常に大切なこと

で、この点については市長部局のほうで深いご理解をいただいてやっていただけ

たものと思って、感謝しております。市民の皆さんが安心して学習や活動をする

ことができる、また災害のときには頼りになる避難場所として身を寄せられるよ

うになっていただけることを、これからも願っております。 

  特に先日の３・11の災害があったときには、西武線からおりた方が、他市、他

地区の方々も東大和市の体育館を活用していただいて、一晩、安全に過ごしたと

いうお話を聞いておりまして、とてもよかったなと。きっと活用された方は、感

謝されているに違いないと思っております。市民の方に限らず、全都民の方々が、

そういう施設を利用して命と体を守っていただけるような場所にしていただきた

いと思っております。 

  非構造物の耐震補強についても、まだこれからやらなくてはいけないことはあ

ると思っておりますが、ぜひこれからも、市民はもとより都民全体にとっても安

心で安全なまちづくりを、さらに進めていただきたいと思います。 

  よろしくお願いします。 

○尾崎市長 ありがとうございました。 

  今いろいろと耐震の補強工事、中央公民館、終わって、高架水槽等、いろいろ

とあるわけですけれども、今、公共施設の長寿命化ということで、全施設を調べ

ていこうということでありまして、今、私どものほうにある学校等も含めて、30

年、40年を経過している施設がたくさんあるわけですけれども、それらを改修し
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ていくという考え方でいきますと、目ん玉が飛び出るような金額が出てきていま

すし、出てくるだろうと思っているわけですけれども、そういった中で、長寿命

化計画の中では、公共施設をどう維持していくかということで、これから今のま

ま全公共施設を維持していくのは、無理というのは間違いないというふうには思

っています。そういった意味では統廃合を含めて、今、担当しているほうには20

年、40年というスパンのことでございますので、思い切った考え方でまとめてく

れというふうな話はしていますけれども、どこまで思い切ってできるかというの

は、まだまだこれからということになりますけれども、そういった意味では、今、

鈴木委員長からお話がありましたように、学校についても、あるいは公民館につ

きましても、思い切った考え方をもってやっていかないと対応し切れないのかな

と思っています。 

  直近のところでは、今、非構造部材ってお話がありましたが、その非構造部材

をどうするかということで、今、学校関係は外、外壁、落ちると危ないところを

補修するということで、学校関係、大々的に始めてやっているわけですけれども、

これ以外にまだ学校等につきましては、特にいろんな意見が出ますが、その中に、

トイレの問題も出るわけですけれども、１校やるのに幾らかかるかというと、こ

れまたとんでもない金額が出てくるということでございまして、ただいつまでも

放置しておくわけにはいかないということだけは、私自身も理解をしております。

それをどう優先順位をつけていくかということで、今これから非構造部材、さら

に学校関係をどんどん進めていこうというわけですが、優先順位というのをもう

少し精査をして、危険という意味で、来年９月に大きな地震がくるということで

あれば、目いっぱい、一気にやるわけですけれども、どうもこの間の大震災、終

わってから時間がたつにつれて、そういう方面に対する意識というのが薄れてし

まったかなと思うところもございます。これからそういった意味で、どこにどう

力を入れていくかというところは、バランスをとりながら、いろんな方のご意見

を聞きながら進めていく必要があるかなとは思っているところでございます。そ

ういった意味では、教育委員会の皆さま方にも、いろいろとお力をいただくこと

になるかなと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

◎その他 

○尾崎市長 いろいろと今日はご意見をいただきまして、ありがとうございました。
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日ごろより、私ども市長部局と教育委員会では、情報共有を図りながら、教育課

題の解決に向けて、さまざまな施策や事業を展開しておりますが、総合教育会議

という場のおかげで、事業の振り返りや課題の整理等、具体的に話し合いながら、

市民の方に聞いていただく、あるいは後から会議録として見ていただく機会がで

きて、大変有意義であると感じてございます。できたら、もう少し気楽に話がで

きればいいかなと思ってございますけれども、まだ２回目でございますので、な

れてないというところもあるかなと思いますので、皆さん方にも、この教育会議、

どんなふうに進めていったらいいのかなというのも、いろいろとご意見をいただ

きながら、今後もこの総合教育会議、市長部局と教育委員会が具体的なテーマや

課題を協議、調整する場として、活用をしていきたいと考えております。 

  次回の日程につきましては、今後、協議事項を検討する中で、改めてご案内を

したいと思います。 

  教育委員の皆さまから、何かご意見等がございましたら、よろしくお願いいた

します。 

  鈴木委員長。 

○鈴木委員長 もう大詰めかと思いますが、今、市長がおっしゃった気楽に、ざっ

くばらんにというのは、私どももそういう懇談の必要性は、感じておりますし、

これからもまた研究させていただいて、話し合いの機会をぜひ持っていただきた

い、そういうふうにお願いしたいと思います。 

  それで、早いものでもう今年度も後半に入っております。市長におかれまして

は、予算の面では今年度、学校教育、社会教育の充実に大変ご配慮をいただきま

した。重ね重ねお礼を申し上げたいと思います。大変ありがたいことだと思って

おります。私ども教育委員会、事務局、学校は、ご期待に応えられるように、一

層努めてまいりたいと思います。 

  実は先日、28日に、ハミングホールにおいて、「教育の日やまと」を開催いた

しました。この会議は、小中学校全教職員と民生委員、青少対の委員、保護司、

保護者の方々のご参加を得まして、大変盛会のうちに終えることができました。

その折に、教育長のご挨拶の中で、来年度のことについて、尾崎市長の予算編成

方針について触れられました。教育関係者、一丸となって、この市長の編成方針

を受けて一層努力を重ねていきたいと、改めて感じたところであります。私ども

教育委員も、その責任をさらに自覚して、なお努力をいたしてまいりますので、
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今後ともどうぞよろしくご面倒を見ていただきたいと思います。 

  よろしくお願いします。 

○尾崎市長 ありがとうございます。 

  これからも、東大和市の教育に関する大綱に沿って、教育委員の皆さんのご意

見を聞きながら、また議論をしながら、魅力ある学校づくり、よりよいまちづく

りに取り組んでまいりたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

◎閉会の辞 

○尾崎市長 それでは、これで第２回の総合教育会議、これで終了とさせていただ

きます。 

  どうもありがとうございました。 

午後 ４時２６分閉会 


